
奈良県営住宅退去滞納者家賃等回収業務委託仕様書 

 

１ 業務名 

  奈良県営住宅退去滞納者家賃等回収業務 

 

２ 業務目的 

  県営住宅を退去した者の滞納家賃等の徴収率の向上を図るとともに、県民に対する公

平性を確保するため、催告に応じない、行方不明になる等により回収が困難となっている

滞納債権の効率的・効果的な回収を促進することを目的とする。 

 

３ 委託期間 

  令和８年４月１日から令和１１年３月３１日まで 

 

４ 対象債権 

① 県営住宅使用料（家賃） 

② 県営住宅敷地使用料（駐車場） 

③ 県営住宅共用部使用料（共益費） 

④ 県営住宅損害金 

⑤ 県営住宅修繕費 

⑥ 県営住宅水道使用料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 委託債権 

  件数 約６８０件 

  債権額 約１５８，７３９千円 

 

 

【留意事項】 

対象債権は、次のものを含む。 

・時効が完成している債権 

・県が債務名義を有している債権 

・退去滞納者、連帯保証人が死亡している債権 

・移転先住所が不明の退去滞納者の債権 

 



６ 委託業務の内容 

（１） 滞納家賃等の納付催告 

受託者は、奈良県営住宅を退去した者で上記債権を滞納している者、その連帯保

証人及び当該退去滞納者又は連帯保証人が死亡している場合はその相続人（以下

「納入義務者」という。）に対して、文書、電話、訪問等により滞納家賃等の支払い

の催告を行うこと。ただし、催告に当たっては、下記事項を遵守すること。 

① 催告時は、県から委託を受けて行うものであることを告知すること。 

② 文書による催告は、各納入義務者につき、原則１回以上は行うこと。 

③ 催告通知書には下記事項を記載すること。 

・県から委託を受けて催告を行っていること。 

・入居していた県営住宅名、滞納額（内訳も含む。） 

・受託者あてに滞納者から連絡すること。 

・納付がない場合は法的措置をとる場合があること。 

・その他委託者が催告に必要と認める事項 

 

（２） 滞納家賃等の納付交渉・分納相談 

受託者は、納入義務者から連絡があった際は、滞納者に対して、支払債務の説明、

納付交渉を行うこと。 

また、状況に応じて納入義務者の返済能力に応じた分割納付誓約の締結を行うこ

と。なお、分割納付誓約を締結した際は、分割納付の履行管理を行うこと。 

 

（３） 納入義務者からの滞納家賃等の収納 

受託者は、現金払又は保管用口座への振込により納入義務者から納付のあった滞

納家賃等を収納すること。なお、振込に要する費用は納入義務者に負担させるもの

とする。 

また、納入義務者から現金で滞納家賃等を収納したときは、領収書を交付するこ

と。 

 

（４） 収納した滞納家賃等の安全な保管 

受託者は、収納した滞納家賃等の安全な保管のため、受託者名義の銀行預金口座

（以下「保管用口座」という。）を開設すること。なお、保管用口座は、本業務専用

の無利息口座とすること。 

 

 

 

 



（５） 収納した滞納家賃等の報告等 

受託者は、納入義務者から滞納家賃等を収納したときは、受託収納金報告書（第

１号様式）により、収納した月の翌月５営業日までに県へ報告すること。 

県は、受託者から収納金の報告を受けたときは、速やかに払込書を作成し、受託

者へ送付するものとする。 

受託者は、払込書を受領した月の２５日までに収納金を指定金融機関に払い込む

こと。なお、収納金を払い込んだときは、速やかに受託収納金計算書（第２号様式）

を県に提出すること。 

 

（６） 県が債務名義を取得している者への強制執行執行申立 

受託者は、県が債務名義を取得している者で支払いに応じないものに対し、県と

協議の上、債務名義をもって当該滞納者の財産調査を行うこと。なお、財産調査の

対象は預貯金とすること。 

預貯金の調査に当たっては、できる限り最も有効な手段により、適正な手続を前

提として調査を実施すること。 

財産調査後、判明した当該滞納者の財産に対し強制執行を申立て、債権を回収す

ること。 

 

（７） 所在不明の納入義務者の調査 

受託者は、県が情報提供した住所に納入義務者が居住していないことが判明した

ときは、所在調査を行うこと。 

また、所在調査により、納入義務者の所在が判明した場合は、県に報告すること。 

受託者は、納入義務者が死亡したことが判明した場合は、県に報告すること。 

 

７ 受託者に提供する情報 

  本県が受託者へ提供する納入義務者の個人情報は、県が把握している県営住宅名、氏名、

住所、生年月日、退去日、電話番号、滞納月数、滞納金額等を県が指定する様式で電子デ

ータ（Microsoft Excel 形式）により提供するものとする。なお、全ての項目に記載がある

ものではなく、住所等に不備がある場合は、受託者において適宜補正すること。 

  県は、業務が円滑に進められるよう、受託者から県が提供した個人情報以外の情報提供

を求められた場合は、業務遂行に必要と認められる範囲で情報を提供するものとする。 

 

 

 

 

 



８ 委託業務の遂行状況等の報告 

  受託者は、四半期ごとに受託業務の遂行状況及び実績を県に報告すること。 

  第１四半期  ４月１日 ～ ６月３０日 

  第２四半期  ７月１日 ～ ９月３０日 

  第３四半期 １０月１日 ～ １２月３１日 

  第４四半期  １月１日 ～ ３月３１日 

 

９ 委託料等 

  四半期ごとに収納した滞納家賃等の合計額に受託者が入札時に提示した成功報酬率を

乗じて得た額（１円未満切り捨て）に消費税及び地方消費税を加えた額（１円未満切り捨

て）を、受託者からの請求に基づき支払う。 

  委託料には、６の委託業務に必要な諸経費を含むものとする。なお、６（６）の財産調

査に係る費用については、受託者の請求に基づき実費弁償する。ただし、実費弁償におけ

る費用の上限は、１４，０００円（消費税及び地方消費税を含む。）とする。 

 

１０ 委託期間満了時の収納金の取扱等 

（１） 委託対象額 

委託料の支払対象とする収納金額は、委託期間満了日までに収納した金額とする。 

（２）委託期間満了後における対応 

受託者は、委託期間満了日の翌日以降について、委託期間満了日後に退去滞納者から

入金がないよう努めるものとする。 

（３）委託期間満了後における収納金の取扱等 

委託期間満了後、受託者が委託契約に基づく家賃等を収納した場合は、原則としてそ

の金員を県へ引き渡すものとする。この場合、県は、受託者に対し委託手数料等一切の

支払いを行わないものとする。 

（４）納付が継続されている退去滞納者の取扱 

受託者は、納付が継続されている退去滞納者に対し、委託期間満了の１カ月前までに、

支払方法等が変更になることを周知の上、県に対し当該退去滞納者に係る連絡先等の

情報を報告するものとする。 

（５）引継書の作成 

契約が解除又は委託期間満了となった場合において、県の指示に従って、委託業務に

関する入金状況及び交渉における特記事項等を記載した引継書を作成し、県に引き渡

さなければならない。 

 

 

 



１４ その他 

（１）本業務の実施にあたっては、関係法令、条例及び規則を遵守すること。 

（２）委託業務に関する苦情は、受託者において対応しなければならない。 

（３）本業務の遂行上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 

（４）本仕様書に定めのない事項や業務の実施に当たり疑義が生じた場合は、速やかに本 

県と協議の上、定めるものとする。 


